様式第１号
令和８年度池田町自治会集会施設省エネ等支援補助金（変更）交付申請書
令和　　年　　月　　日
池田町長　様
申請者　　　　　　　　　自治会
会長　 　　　　　　　　　　　
令和８年度池田町自治会集会施設省エネ等支援補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。
１ 対象集会施設
	名称
	

	所在地
	


２ 工事見積額および補助金申請額


	
	品名、品番、数量、工事名等
	区分
	省エネ根拠
（⑴家電・設備のみ）
	見積番号
	金額（税込み）

	
	
	
	
	省エネ
資料番号
	

	1
	
	☐⑴家電・設備
[bookmark: _GoBack]☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	2
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	3
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	4
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	5
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	6
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	7
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	8
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	9
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	10
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	11
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	12
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	13
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	14
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	15
	
	☐⑴家電・設備
☐⑵断熱工事等
☐⑶防犯
☐⑷付随工事等
	☐⑴省エネ基準達成度100％以上
☐⑵省エネ機能付き
☐⑶概ね5年以上経過品の買替
☐⑷その他
(　)
	
	円

	
	
	
	
	
	

	光熱費高騰分の補填
	⑸光熱費高騰分の補填
	
	
	円

	合計
	円

	補助金交付申請額
＝「合計」の100万円頭打ちの額
	円


３ 添付書類　
・見積書の写し
３万円（税込み）以上の物品は２社以上から見積書を取る必要があります。
交付申請時は１社分の提出でも結構ですが、事業実施時（購入時）には２社以上から見積書を取り、実績報告時には全ての見積書の写しを添付してください。
・省エネ根拠となる書類
⑴＝資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイト該当ページの写しまたはカタログや説明書等
⑵＝カタログや説明書等
⑶＝既存品の全容写真と型番のわかる写真等
⑷＝必要に応じご用意ください　業務用エアコン等で省エネ基準達成度等の記載がない場合は発売開始日や型番等により判断します
・その他町長が指示する書類
